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l はしめに

ドイツのアウトバーソと道路の良さ，田I翡lと農村の美しさは世界的 となっている．それは

両され，統制さ しさであり，また管」開さ しさでもあるが， のような全1:1}.]両

ー的なおもしろみのない清潔さと って， ローカルカラーと，古い伝統を保存したままの多様な美

しさである

地域叶両誕生の国ドイツの地域秩序と地域計囮11の歴史を展望し，今日の地域壮画の）1駐本1'.1く］な考え方

と叶両内容，計両段階とかかえる ぐるのが，本報文の目的である．

JI 地域計画の歴史

今日 r:1勺意味での地域計画は，ひっきよう産業革命以後の］、::業化時代の産物であり，工業化によって

人口と経済機能が局地的に集柏し，従来の地域秩序のバラソスが崩れ，ほおっておいた場合には，色

々の不利益が予想されるところから，

る．

よって，地域に新しい秩序を造り出そうというものであ

J. Umlauf は，歴史的範例であるかないかの尺度として， 3つの地域計画の重要なij寺徴をあげて

いる．①, 地域計両は広い地域を包括するもので）広い地域とは様々な地域法人を合んではいるが，

届本的な生活条件に関しては利益励同体を形成している．②, 地域叶画は叶国地域のすべての発展の

秩序に統合的かつ予見的に寄与する応のである．③, 地域叶両は自ら

て，一般的糾祉の利益をはかる秩序機指の担手でしかだい．

、手ではなく
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メロヴィンク府］時代の：［宮都市の建設は，すでに一種の地域叶画であり，一E立宮都市自身の都市計匝

と周辺地域との交通網の配樹など，地域の機指的爺青び付きが考えられていた．今日的、1訊味ての地域叶

両の先駆的事叉として，中部認よび東部 l、イツヘのトイソ人の柏民があげられている．これらは目然

地域的には森林てあったり湿地であったり，原野であったりしたが，」が分 (HuJen) 11』）文てあったと

ころに特徴がある．省1灯iiは周辺へのサーヒス機泥をもった中心地と考えられており，口lこに由場町の性

格がり虹かった． しかし， これらのトイソ東）刊直民集落や他の例も，蚊も困難な間いである，すてに存

在するものを考｝応し，かつさらに発辰させることから避けて辿れた、1,りて，今日の地域汀両とは）店本的

ってし、た．

重商王義の時代には川家の;I州のJ曽り直が中心的翡鳳りてあったため， の賑輿と

O) IJ~] 外亡命者の集落，森林管迎，交通網の拡大などが叶両者の仕事となった

白山］ここ~義託済の時代の初期には，むしろ統;1』1'.ド）地域壮ffliiとは相し、ヽ 人れない11けが囁l< , "Laissez fai-

re" の！泉理がり直＜慟いていた． しかし， このことが，仄IE!や特定地域へのし場と人 11の集柏を促進し

19世紀後半には「都巾術生 (St2icltehygiene)」 の間から』』が考えられ，五伏的な紅味の都

由叶両が促進されることとなった

1) 地域叶肩ii0)誕生

近伏伯地域Jl・ff月の誕／上の年として， 1910年かあげらAしることか多し，ヽ．この年に，ー一./°~ は人ヘルリソ

目的組合が，他はテュノセルトルフ県緑地委員会が糾成されている. 1902年に鈷成さ｝したllll祉部叶［連

炒は，緑地の中に化だを練に建設しようとしたものであり，今日の地域，；1・1翡0)端紐とする人もいる

が， これはしょせん，地域壮plijとしヽうよりは，都巾,l「1iT1jであった．大ヘルリン u的組合¥l., な

II「il11j的な間はあったが都巾慶界が狭くなり過きて，凰l"itl叫[ilijから、本当の地域1j"j-pl1jへの移行化］立場・にあ

った．プロイセンの法律によっ

7つの市と 2つの都からなり，

された大ヘルリン目的糾合 (Zwcckverbancl G「o}-Berlin) は

• 都市叶両・休1在地の確保の分野で特杵がゲえられた．組合は大

合併が成立して， 涌ーの者Iり廿大ベルリン (Gro;3-Berlin)が結成された時、点て解消した.J.U叫 aufに

よると， 目1杓組合大ヘルリンの語は，委ilHを尽した部由建設や市lllJ木寸の諜趙の糾恐から鮒放されて，

と作業方法の独自性に詞直するためには，地域［寸11lii はその地域を i—分大きくとらなければならな

しヽとしヽう， 乳誓『に良し、例である．

テュソセルドルフ県「緑地委員会 (GrUnflachenkommission)」は， 5由 4郡より成り，都市建設

によって休食加設が破壊されていくことに対ずる対娘として誕生した． のことながら重 i点は住民

の休捉のために総h斤的な緑地の保全あるいは瓜成におかれたが， このことはすてに地域の全体的な発

展を考えさるをえないことを肛味している．後にルール地域市Ill]村紺合の事務長になった Robert

Schmielは， 1912介.O);記念晶0)1=1:1で， ;¥-l・iflil地域にとっては［全休印町村註両 (Generalsiecllungsplan)」

の必斐VIをずてにとし、て杞り， J叩畠(Iり）占礎O)rj:1て［；戻してしヽ る． この出念此の息想に多くの、1ばでドイ

ノにおける地域汁Ji/JjO)その後の発）長にとって届礎となったといわれている．
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2) 向次大戦の間の時間

第 1次但界大戦後， Jレール地域にはわすかの年月の間に 1、イソの東部地区，ポーラソト，チェコス

ロバキアなどから60)5入、もの人口流入があり，超市町村平元の計両が必要となった結果， 1920年「ル

ール産炭地区『h町村斎II.合 (Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk)」 いわゆる「ルール市町村糾合

(Ruhrsied lungsverband)」ヵ汁責｝成された．結成のモーメソトは市ll!J杓郡と有））な経済界てあった．プ

ロイセ‘／川家も特別立法の(1甘から推進した．事務総長てリーダーは先述の RohertSch midてあり，

祖合の最も屯炭な目 i½りは., 緑地の造成と保全，交通と供給路用の土地の確保，近隣交通の拡張と超市

町村（内糾斎版の統合，市町木寸活動の促進であり， 自主管期と委托業務を行なっている．最近になって産

瓢『応の改駕という諜｝姐カミつけJmわった．大ベルリソのような巨大中心がない，いわゆる多核,;r勺集落

(Die dezent「alisierte Si eel I u ngsstrukt ur)が組合継続にとって有利な前提条件であった. Jレール

即町村組合の実栢は， ドイソの他の集禎地域の計面にも生かされており，模範となっている．この組

介は，例えば自由空I/、¥]の先行取得のような，叶両実行にあたって独自の資金をもっているドイツでは

唯一の機関てある．しかし， このことはさほど電要なことではなく，重要な任務は秩序立てと調整機

能である

1925--1930年の間に， さらに22の地域叶両組合が結成された．その中でもとくにメルゼブルク周辺

の「窮屈な r中央トイノの I・業地区糾合 (Landesverband£Urden engeren mitteldeutschen Industrie 

bezirk)j (230)郡巾， 1925) と，；州の麿界を越えた「ハンフルクープロイセン地域叶両委員会 (Ham-

bしl「gisch-P「cu,Sische Lanclcsplanungsausschu、.S)」 （ハソフルクとその周辺 30kmの範叫のプロイ

セ/JI、[, 1928) が， I及に（直するものである

メル七プルクの場合に）レール市町村糾合とはちがって， [iii0)行政ザイドから指埠杭がとられたが，

での地域，H・fil1i1乍業の執行は， 相変らすここては独日の行政単元の Iれて行なわれた． この作

業のttlt'乳は全休的巾町t'Li「11Di (Generalsiedl ungsplan) であった．叶直地域は柑当広い農村地域に

も及んだが，今日 (I勺紅味での間有の間祖をかかえた地域 (R~iume) ではなくて，むしろ袖完地域 (Er

ganzungsr~iume) とみなされていた．組合に独自の法律があったわけてはなく，オ翡成員の結合は相対

的に弱く 指導者は StepfanPragerてあった

ハンプルクープロイ七ン地域叶両委員会は日 1'.tJ糾合大ヘルリンと類似した間也を扱うために1928年．． 

の国家間条約で成立した． ハソブルク市（国家）の度界を越えて成長する都由化を一元的に扱おうと

ずるもので，指導者は 1汁 itz Schumacherであった

1933 <r以nnのその他の沙L市町村五I・画は， オーバーシュレージェソ（今日の玉ーラント餡），デュソ

セルトルフとケルン県， ライソーマイン地域て作成された．いずれの場合も人口 な』

題であった. 1929年'.I、イツ地域；「両作業組合かできた時には， ドイツ帝国の領土の29%, 人口の58%

が汎市町村計Wli糾合に包合されていた．しかし，当時の計画の重点は都市、画におかれ，周辺の農村

部は独,;rの間むをかかえた対等の地域であるよりは，都市の同辺地域 (Umla叫） としての袖完地域

と見られていた．部r'l丘l·ffHi も当時は「都市建設 (St~idtebau)」から漸く「都市計仙j (Stadtplanung)」

へ脱皮しつつある時て， 1[古IJJIJの建築物を全｛本の中て号えようとするようになってきた．地域，；「両とし
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ては，都甫から周辺へという「内から外へ (voninnen nach au/3en)」の観、,r、［であり，今日 1:1勺紅仝休

の中で都市の役闊を見ようとする「外から内へ (vonau/3en nach innen)」の観、点ではなかった、

ドイツでは地域叶両は1933年までほとんど見るべきものがない. lつは店『神的なものもあらう

が，北部のような順著な工業集柏地域がなかったためでもあった．

‘ヽ
,
l
/Ca 

国時{~

1933年から1945年の出］の時間は， ドイツり行lie/が1悩史的に初めて統一!Ji,]家として管刑された時期であ

り，地域叶両上一つの大きなイー ;-Jさソクを 1山iする ll~j:WJであった．地域ti履ijを全 l、イツ術1玉l全体の中か

ら考えようとする、し点ではI/町［新ではあったが，イ1月々の地域を全｛本に奉仕させようとする，点では，個々の

地域の経済内・を［会的発展がI¥Jl古されるという鰍乍'rtf-があり，地域叶両の機I尉が当局によって一）］的に

されるという をかかえていfこ．

帝国政府はいろいろな よって (1933年fl::む集落怯 ¥Vohnsiecl l ungsgesetz, 1934 

落秩序怯 Siedlungsordnungsgesetz,1935年外了1月自 Reichsnatur~:chutzgcsctz), いくつかの

地域に対し の規則を適）月した. 1935年， 1-~ 級地域秩序機関として帝!141也域秩｝子）五1(die Reichs-

stelle for Raumordnung) られ，地域計両が独］した機I斐~ として一人歩きてぎるようになっ

た．刊学的研究との協力を生；辻甘すためにti了 11~]地域研究ワーキンクグルーフ (Rcichsarbeits旦emcin-

schaft fLir Raumforschung) (RAG)が1935年12月16日に された` しかし，旭ぷ的な観、1仄は地域

)
'
しn
 

e
 

r

k

 

Gヽ

r

 
3
 

m
 

ダ
一`ヽ
I

)

¥

/

 j
(

 

□
J
f
\

〗
｝
\

e

n

i

-

‘‘、

d
 

ぅ、

a

n

I

(

ス

Br

ご

n

ノ

ふ

？

t

」
)
ノL□

に
、
〗
ニ

/

L

 

l
 

＼
。
、

く
ト
ノ

~
.
a
l
t
(
＼
”

，
 

u
 

し

<

h

(

t

4

5

b

‘

 

.

n

 

n
 

f

C

r

 

i

e

~

l

n

A

 

っ

―

s

d

 

k

‘

1

e

 

n
 

c

r

 

e

(

入

"

c

h

a

n

0

3

、―

u
 

ー

r
 

'

s

.

1

 
n
 

rv-"~ 

~::: 

n

ヽ

ー
＼
）
p

．
 

ぐ＇

¥
/
＼
＼
い

')f

o

u

 

ヽ

.

e

l

r

)

J

J

h

し

H
/
H
(
J
/
H
a
[
>

）口）口
A
l
fく

仏

[R/
」
H
/
e
(
V
~

r

/

/

r

＼
へ

H

＼
文

A

d

（
ヽ
）
＞
）
）

"
0
 

f

i

、i

/

)

)

＼

r

p

B

 

¥

r
、

-

5

5

、`r
8

}
1
1

、5

四

―

[
S

‘

}

R

^

 

Bayern 
I・Oldenburg-Bremen 

II -S,edlungs,e,band Ruhrkohlenbezirk 

----J也賊,¥j-曲1奇':!¥.{;---り）燒昇

'~1il1j 象 Ii.{-;-- に属す
0 100 200 
L— f I km 

筏(~l 図 l、イソ地域，;j開り組合 19'.17(Umlauf, 1%8による）



四ドイツの地域秩）子と地域計仙i 19 

1m発てはなしに，土地禾umに1莫lする規定と公の手の土地『蒻月］にこたえる規定であった．住宅集洛法の

正式名は，「住屯集］各地域甘］発に1附ずる怯往 (Gesetz直berdie Aufschliepung von Wohnsiedlungs-

gebieten」であり，集落秩序法は「ドイツ の秩序に1斐lする暫定惜Irりに関する法律 (Gesetz Uber 

cinstweilig℃ l¥1a1Snahmen zur Ordnung des deutschen Siecllungs,vesens)」で，両江とも

主義的思化の Iれてそれほど特色あるものではなかった．

1935年・の「帝国地域秩序局」の設侶によって，地域秩序 (Raumordnung) という jむ泊と概念が初

めて公式の呼ひ名となり，その実現には地域叶圃によって近成されるという， 目的概念であると理解

された．「生活叫川 (Lebensraum)」が思考の店礎ではあったが，地域計両にあっては隅合且I]物Iiー］なも

のてあると解釈されていた．地域叶il11i組．合は存統したが，糾織替えされ， 白治の原則は国家統fl1l」が強

くなっても［月紐き保たれていた. 1944年になって初めて地域壮両組合は「一時的に」解消し，系Fl合に

柑応して，帝国は叶訓地域に区分された．術国地域秩序局の骰も重要な課題は，それぞれの計画地域

に対して地域秩序；「両を叶両組合と協力して作成することであった．帝国地域秩序局と叶画組合は，

ともに叶訓の執行はできず， 2次大戦蒻発時には，発足の段翫にしか過なかった．

帝閂地域飢完ワーキソククループ (RAG)条青成の翌年 (1936)機関誌 Raumforschunguncl Raum-

ordnung か［軋刊され， 戦了lて一時lい断されたが今日まで続いている．戦前における Raumforsch-

ung・O)歴史I'.!勺役＇古 '.I;は， それ支ての地域閲叩I・'学の統合化を指向したことと， 現実の地域秩序政鍛の

）！し礎H学となったことである. RAGは戦了l木ベルリソからヶノチンゲンに移転し， 1947年 Akade-

mie fur Raumfo「schung und Lanclesplanungに糾織怜えとなり， 1953年，ニーダーザクセ｀／州議

会の決議により，ハノファーにJ国を定めた，その目的は「地域研究の発逹とドイツ生活窄I甘］の最適利

川と，諮・HIの少1、u冨仰l1jに省与すること」である．

組織卜．その後の発展にとって重要なことは，市IHJ村計両，すなわち部市叶両も含めて，が帝国労慟

省 (dasReichsarbeitsministerium) に編入されたことであった．地域叶両が者1・｛市計画から組織上分

離した状想が骰終的にできあがり，今日まで引き継がれており，識者からは歿念なことであると思わ

れている．

4) 第 2次大戦後

第 2次大戦後，［；「fi.liiの怖限は新に誕生した州の手に移った．辿邦は国上の枠組叶画の権限をえた

が，当初は叶面に対して国民の反応は冷く，計匝が緊急で生活そのものをおびやかすようにも受けと

られていた．さらに地域互2十両法 (Landesplanungsgesetze) が遅々として成立せず， ノルトライソー

ヴェストファーレン州で1950年に漸く成立し，バイエルン州で1957年， ‘ンュレースヴィッヒーホルシ

上、タイソ州て 1961年に成立したが，多くの州法， とくに建築法との 1肋力が必要であった．「トイツ

済の奇蹟の復興」をなしとげた頃には，人 l」と工業の集忙地域の急成長が各種の11¥J隠をかかえるよう

になっていた. I摯．都市地域への人口の流出によって，農業構凸それ白封が大きく変ってしまって

おり，農村の生活それ自身が維持できない危陰にさらされてきたことも，地域壮両の必要性を大ぎく

前面に押し出させることになった．
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まず；d両の 1評価基準資料 (Beurteilungsgruncl lagen) の作成が重要なぶ坦として取 りあげられ， ド

イツ地域叶匝地図帳 (DeutscheLandesplanungsatlas)が10巻で［廿版された． もちろ んそこか ら叶匝

の直接の効果が引き 1土＼せるわけではなかった ．計凪翡翡りを鮒明するために， 2つの審成会が設i(化され

た . 1 つは1955年に連邦政附に よ って地域に大きな影縛を与える措附．の閲整のために設ii~i: された，地

域秩序のための省庁i'/Nl委員会で， ！地域に影聾を与える迎邦の措ii:りとそ の調舟名のための）以則」 (1962年

に公表 され，地域秩序法の先駆となった）について審敲した. 2は[i:ijじく 1955年に発足した地域秩序

に関す る専門家委員会 (SARO)で， 1つのガイ トモテルをつ くり ，その実鳳化への提案を行なうは

ずのものであり， 「ドイツ連邦共和国における地域秩序に閲ずる 専l'IJ家の瓜見をつけて， 重娑な概念

を明らかに した．こ れを基に して， 1965年辿邦政）イ：］は地域秩序法 (Raumordnungsgesetz) (略して R

0 G)を公布，地域秩序の一般刊勺な課狐 目標，）泉則を規定し，それでもって各州の地域計画法が説

すべき枠組を設定した．各州の地域叶血法はその後次々に公布されてはいるが，すでにいくつかの州

で，例えはノルト ライ‘ノーヴェスト ファーレン州で1962年ムに， バイエ ルン州では1970j:ドに，改正 され

ている .HI地域;fl画法は地域註両の地域発展プロク ラムお よびプラソ（しandesentwicklungsprogra-

mrne und-plane)の基礎となり，プ ログラム ・フランて地域「げl仙i」の第一歩が跨み出せた．地域「叶

画」と は地域的に相異な った目桃設定があるのを統合した発展；；―|画てあると則鮒されている .1974年

末に試案として示さ れた「辿邦内大地域発朕のための地域秩｝忙ノロクラム (Raumordnu ngsprograrnm 

fi.tr die gT013raumige Entwicklung der Bu叫 esgebietes)」（止邦地域秩）炉フロ クラム lうundcsraum-

ordnungsprog「amm,略して BROIり は，辿邦地域の地域［杓発展に対す る II 1吹と l泉 !l り を J し ｛本 (tりに I]~ し

ており，発足時の状懇と発展仙1介」を怜＼いて おり， 地域秩）ド政第 の I「いりと優先IIIS叶立をあげてしヽる．これ

は辿邦各州と，店し合 っており ）辿邦と各、、州の，，1旧を乱甜！夜している

沙ミに災付け られた地域発展プロクラムおよひフラソの作成は，地域秩J'f廿人によって州 I})千やl刈となっ

てしヽ る ．止邦各甘庁ら一部の倒外を除しヽ て， このソ Iコクラムおよひフランを什瓜 しなけれu-:ならない

ことにば ってい る． しか し，州汀仙局は法!'.Iく］にもま た実際上も，その;;「1廿］を止）,JS o) Jl・11J1j担当者と謁整

しなけれはならなしヽ．例えば鉄通・ア ウトノミ ー ソ ・防衛事項なとは， とくに翡招が必要てある．それ

以外に， 迎邦と 少I・!は地域秩序のための閣僚会議て一緒に仕事をしており， l泉則的なr:廿むや疑間，点を叫

らかに し，照会を含め，話し合うように取り伏めている．

各州の地域壮両を担当する省）『も様 々で，一部は内務省， 一部は経済省，一綿は辻没住屯省といっ

た具合であった． バイニ Jレン州では最近になって地域は両は新しい「地域発展・ 環境「UJl姐省」 の担当

するとこ ろと なった

地域1i・1両の刊学l'.I勺研究の分野では，ハノ ー フ；；， 一の地域／リI究・地域壮 ILり（リ［究所 (Akaclernie fur 

Raumforschung und Landcsplanung)が帝国地域研究ワーキンククループの後継者となっており，

嵯本1'1勺には州の研究機関てある ．こ れと並んで連邦地は：・地域秩序研究機閃 (Bu叫 esforschungsan-

stalt forしanc!eskundeund Raumordnung)のIいの地域研究所 (Institut fur Raurnforschung) 

がと くに辿州の』鳳且について気を配ってい る．これは糾織的には辿邦内務省に屈 しているが 2つの研

究所の間の飢究領域の区分は明前ではなtヽ
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rn 地域秩序の基礎

第2次大戦後） トイ‘ノ辿見共和l叶の成立以来，舒済発展のスピートは地域にエって大きな尻があ

り，人 11の化伯地域と稀薄地域を牛ん応．この地域柏1位によってそれぞれがかかえることとなったIド］

切を， 11I両によって地域に秩）・ヤをゲえようとするのが地域ij「訓である．良好辻生活・労働条件を維打

;; 化成し，それをIllI害するような発展但＇［日を 1111止する必皮がある． トイツ連邦共和1月における地域秩｝予

の目椋は，あらゆる地域において，あらゆる人間に同等の生活の檬会 (gleichwertige Le匂enschan-

cen)を利lりIUしてやることである. n-1両はそのための可能な道を示す応けで， どの道をとるべぎか

の‘決定は，政治家の間姐てある．

近邦地」戚秩序• 土木辻設・都市建設省発行地域秩序シリーズの中で，連邦の地域秩序政策の

は，「発展によってすでに存在しているし，一部はより大きくなりつつある地域格差を是正するため

に，大ぎな地域の発展に膨閻をゲえること」てある， としている．そのためには，社会的により正当

性をえられるような韮提を[fijり出さなければならず，地域に秩序を与えることは，今日ては，索法て‘

るI1s:]民の）山本的人権を設る社会!'I勺諜むであるともいえる．

l) 、、出州地域秩）『江

1965年 4月 8日発布された「辿州地域秩序‘法 (BROG=Bundesraumordnungsgesetz)」ては， どの

段1限のプランナーても.lらなげれは応らない辿邦共和1月内での地域秩序の原則が定めてある．この江

筍2]'信て定めた）長本）以廿ljは次のようなものである．すなわち， 1蒻店改善・訓密化・調禾n化の原則，

トイソ隣扱地域およびlJ」国地域の枷興，不飩全刷密 (ungesuncleVerdichtung-)の防屑環境・自然

と一｛本となった

迎邦地域秩序法は明確な定義のないまま，「健全 (gesund)」および「不健全 (ungesu叫）」という

いているが，それは，人「］の発展舞台およびその生活の質に影鰐を与えるような，生態・社

会・経済的様式の大きさと迎解でぎる．生真尉］勺限定因子としては，水不足，水質・大気汚染，

担励などがあげられる．社会刊勺限定囚子としては，居住条仰の不術生さ，医療ザービスの不足，教育

の機会の不足，近隣社会の欠除，保育園・捉ど院の不足，経済的限定因子の中で某本的な

ものとしては全人口の平均｛直以下の 1人当り所得があげられ）そこから，さらに労働機会の不足や交

姐施設の不足のようなI因子があげられる

連邦地域秩序法 (1965介—c 4月 8日発布）（連邦法令集 l, 306頁）抜粋

第 1

(Bundestag)は連）15参議院 (Bundesrat)の鈴成で次の法律を≫可決した．

地域秩序の課屈と日桃

(l) 辿邦地域は，その一般的な地域構砧において，共同社会における個人の自由な啓発に最もよく資

するように，発展すべきである．そのさいに，自然的条件と並んで，経済的・社会的・文化［内必要

〔ニーズ］に注汀しなけれはならない・・

(3) 辿邦地域における地域秩）字は， ヨーロッバ地域にお‘ける共同 のための地域的前提条件を剖



りク.2 
人文地理学研究 Jli:

追し，かつそれを促進する ものでなければならない

第 2章地域秩序 の 蒻 礎

(l) 地域秩序の品礎

l. 健全な生活・労働条件，ならびに均衡0)とれた経済 ・社会 ・文化f'j{J関係をともなった地域の空

廿＿廿描辿は，確保され， さらに発展させるべきである ．

そのような構造が欠けてい る地域ては， Hり込改善のh附性がとられるべ きてあ る．

交通およひ供給のための計］発，交通および（共給給付サー ビス，およひ 1月」発努力 などは相！［に統•一nり

に行なわれるべきである ．

2. 上記目的に合致するための屈仕および労働の場所の刷密化，飩全な生活・労働条｛牛ならびに均

衡のとれた経済・社会・文化的関係をもった空惜仙界沿を確（呆し，改善し，あるいは削凸するように努

力すべ ぎである ．

3. 生活条件が全体と して連邦の"平均値に比べて本質的に劣っている か，ある いは劣る恐れのある

地域ては， 一般的な経済的および社会的関係ならひに文化的施設が改善されるべきである

これらの地域の市町村では，住民の生活条件， とくに居仕関係ならひに交迎と供給施設が改善され

るべきである．住民にとって部合のよい罪離に，教育・文化 ・1一了政施設を含む中心地的心味をもった

市IIIJ村の似興が計られるべきてある．

4. 東ドイ ツ隣接地域の給付能）） (Leistungskrafし）は， その生活お よひ分働条件，なら びに経済

社会梢、、凸が， 全連邦地域でのそれと 少くとも同じ位に江成されるように限化さ れるぺきてある． 教育

・文化 ・交通 ・供給 ・行政施設が禁急に設附されなければならない．

5. 農業的およひ林業的土地利用を全経済の基本的生産部門てあるとして）保りされるような空間

1'.1勺軌捉が剖り出され，かつ雁保されなければならない ．土地改良は促進されなければならない

農業的利用に適した土譲は約対に必要な場合にのみ他の利用に転換 してよい． 同じことは林業l杓

利用がなされている土嬢について も該当する

田園地域には，十分な人口密反と妥当な経済的給付能力，およひ農林業以外のも含めて十分な就菓

の可能性，の増大に努力すべきである ・

6. 健全な地域的生活 ・労働条件および均衡のとれた経済 ・社会枯砂店をもった人口凱密地域は，こ

れらの条件 と構造を確保すべきてあり）必要な限り でのみ，改善 される べき である，不健全な地域的

生活 ・労働条件）さらには不均衡な経済・社会札恥告に導く ような，居住 ・労働の場所の私見密化はj阻止

されるべぎである ．これらの不健全な条件と不均衡な構砧があるところては，その飩全化が促進され

るべきである

これらの目椋に到逹する措附は，予見的な局地的 ・地域1'.1勺計画であり，交通関係の改善と住民の供

給に役立．つ施設の改善，さらには適当な位l~i離に住屈 と 戦場を受け入れる こと によって過密解消をはか

る市町村の発展である．こ れらの指Ii貸のやり方 と範佃は， 1 ,._____, 5の他の分野の原則 と矛盾すべきもの

てはない．各種の措骰は人口刷密地域と同格位の以観のイ呆オ．『にも資すべ きであ る．

7. 森林を含む奴観の保持 ・保設・形成，および休養地の確保と形成に注意を払うべきである ．
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水質侃全，水の供給の確保，空気砧浄化，騒音似JJIこには十分［主息を払う べきである ．

2) 地域秩序政策

辿NS政Jf.Jの地域秩）年の今日/'tく］主疫課加は：

① 辿JISのどの筒5分地域の人々にとっても，詞等の生活閃係ができるための地域的条件を剖造する

こと

② 白然1'.1位し活陥盤を｛呆全 し，確似し， 必要な ところではそれを改薔すること． 同等の生活関係を

求める ことは， 地域秩序政鉛に対して，あらゆる部分地域に健康な衰境条件と 並んで，一定の最低水

叶Lの労働の場 ・仕居 ・供給 ・教育 ・余n段・コ ミュニケ ーショソの可能性を逹成できるようにすること

を、在味 している ．この目標は，たとえ｛辟遠の地であっても， ・fl酋1人が物に関しては他 と比べて十分にし

てほぼ同じような機会灼等性をもてるように改善しようとするものである ．機会均等性は平均以上の

ところから平均以下のところへ物を移動しようと いうのではなくて，次のような点に関して，政治的

に決定 されてしヽ る

CD Ji1J等の尺良（装仙の質および闊）

② l,iJ等性が祉翡されるべき地域の大きさ

⑬') この地域内での立．地配分

/11Jぐ平性 (Gleichwcrtigkeit)とい ってもすべての楊所：で施設の提供が全 く等しい というのではな く，

地域秩）予政笛は 目わ屑への水乱化でもなければ均等化てもない． しかし，同等の尺度は，人口の約半分

が仕んでいるような人口私＇］密な地域にあるような施設の捉供がはかられる べき で，質の向上も考慮さ

Jしなければならない．

地域!'.I勺関連 (raum liche Bezugsnahme)の大きさは，俯々の機能地域の空l/¥'J的からみあいと，さら

には， これ までの諸施設にとっ て必要な関係地域から決められなければならない．これは地域分析 と

地域叶訓にと って，機能的地域追元とい うものに近い．連邦の地域秩序政策はこれまで次の 3つの地

域区分か ら出発している ．

① 大地域への供給課屈（例えば総合大学，大中心的労働市場）をもった地域単元 ．個々の地域単

元 (Gebietseinheiten)に対して，地域秩序政策は連邦と州の協談で基本的データと志向される全国家

的発展から導き出される装備の程度が決められている ．

② 地域印元内の供給課屈 （例えば地域的労働市場，専f'j学校）をもっ た中地域 (Mittelbereich).

この課題は州あ るいは地域計両担当者によって配慮される． 連邦は陥準 と閾伯お よび基本テ｀ータ につ

いて協力する ．

③ さらに上の二つを超えた，第 3段l潜の大地域 (Gropregionen)が全国的およびョ ー ロッバスケ

ールの発展を考えた場合に有効であるが， この区分は論議のあるところである ．

この三つの段翫は一つの機能的総合 、ンステムを形成してい る．連邦，州，市町村はそれぞれのシス

テム の内で， ドイ ツ基本法にのっと ったそれぞれの段階の課題を配慮している・

地域内ての立地の配分とその関係韻域の編成は，様々な機能領域の中心的施設をそれぞれの立地ず



4
 

りl 人文地州！学研究 Ill

る場所にある程度集中させて集束させ，そこの場［）『へ到辻する時!Mlを少なくするようにしなければな

らなしヽ．「同等の生活関係」は， ある捏塵の最低水刈しの交姐・コミュニケーシコンのilj令刊FLゾトを， 必製

とする．そのことはずべての部分地域，およびその大きな l中心地への刊逹、1化にあてはまると Jti'J様に，

またそれぞれのからまりあった領域の集落のずべての中心刊勺施設についてもいえることである

この目椋はどこでも， 人口流出にさらされているところですら 中心地とそれを紹ふ軸(/;(

一軋l1概念）， およびそれらの重、1、I~~i!J勺拡張によって迄成てきるはずてある． 中心地とそれを結ぶ軋Iiの重

庁，的辻設こそが十分な大きさで，かつ内 中心地 (Zentren)を連邦地域のあらゆる部分に存在

せしめ，かつ発展することを｛呆証することになる.iiりhは中心地とその直川に配屈された集蕗へ容易に対

でぎるものでなけれはならず集落構止のその後の発展への骨格を形成することになる

IV 地域計 画

1) 地域カテゴリー

地域秩序の発展にとって重要な怠味をもち，かつ連邦地域秩）字政集の叶訓しの）山礎である地域カテ

ゴリーは，連邦地域秩序法で指定されている．辿JIS地域秩序プログラムはその発展慨念からしで構

店的にも，かかえる間｝叫からしても知似性をもつ地域カテコリーを次の 4に分けているが，祖IIにオ

ーバーラソプしている楊合がある

1. 集柏地域．

2. 田園地域．

3. 停滞・後進地域（平均的

憎まっているかそのような状態に陥る

ある地域）

4. 東ドイツ隣接地域

①集柏地域 (Verdichtungsr~i.ume) は24 カ所あ

り， 1968年 11月 21日の地域秩序閣位会議て・,

の

1961年夏の人口およひ非農業事務所の従事者が平。

方 k而当り 1,250人（人ロ一就業者密反）以上

の市町才寸とされた．隣按する市町村は 1,250人

以下でも，次の条件を贔翡たす場合には集柏地域

とされたが，地域全体の殻少而柏は lOOkm2,

最小人口15万，密度 1,000人以上とされた．

人!!- 1 人11増加
就業者術）変 こ 1961-1967 虔）るし、は人口 J1'り）Ji I半

750,--....,1250 

330,--...., 750 

設低 10% 

蚊低 20% 

50人/km2

100人/km2
第 2図 西ドイツの地域カテゴリー
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この条付に合致する集机地域は， 1967'j下に24地域， 70印と 8881町村 (101都）， 約 17,000kn呼 (jJLj

ドイツ の6.8%), 人口2,600万（西 ドイツの45.5%)に及んだ．しかし， この集柏地域の区分は実際五,.

両」：はほとんど利用されなかった．

1973年，述Jl5地域秩序・紐設 ・都市建設省は， Bundesanstalt fur Lancleskunde und Raumorcl-

nungに，集柏地域の斯しい区分の草案を委託した ．その紺製，集柏地域は 1つの過廊としてとらえ

られ， 3つの他城カテゴ リー（過柑地域， /'IXJ!凶地域，活動地域）に区分された． 新しい区分は集柏地

域と 他の地域カ テゴリ ーとの機能1'.1く］ な結ひ付きや，質1'.1く］な観点（生活お よび蝶境の質）ならひに地域

の1外舟屈的恙異を考］俎しており， 行政上に役立．つものである. lj企ーあるいは多核 (mono-und polyzen-

trisch)集柏地域が区別されている

集栢地域は1960年以来，中核剖5にサービス部門が増えて，生産部門や住宅は外緑に増える頼向にあ

る．中心部の過密荷璽現象は明 らかであり，外縁にま でもその余波を及ぼ してい る．そのために こそ

地域秩序拮i悦が必要である ．自由咽間を雁保し，重点的集杭との コンビ ネーンョ ソで，区画さ れた集

砧ある いは発展のII油を設けなければならない ．しか し，集栢地域は猿境の荷重がそれほど大き くない

限りは，やはり促進されなければならず，周罪や内部の最観札lj造による生態的平衡化地咸が十分配附

されていなければならない．

② fl」園地域 (L⑪ndliche Gebiete)は正{i1(には定義されていないが，人口密度 200人/km2vま上限で，

面飢は 187,000km2 (ml士の75%), 人口2,000万人 (11しiドイソの33%)を占めてい る

@(、,;,噌作・後進地域 (Gebiete,die hinter cler allgemeinen Entwicklung zurUckgeblieben sind oder 

zu ruckbleiben drohen)とは， 1970'.イ：ドに次のように設定された

人口動態1961-1.967 士0

人口密度1968.6.30 100人/km2

］菜就業者率1969.6.30 70人／人 口1000人

飩税））1967 

粗国1:J、J生産1966

118 DM/人

6080 DM/就業者

倅滞・・後進地域は1970年国土の37%,人口 850万（全国の14%) を占めている ．停滞・ ・後進地域に

陥るおそれのある地域には，さらに次の 3つの条件がある．

工業就業者の変化1961-1966 -4人/1000人

粗国内生産の変化1961-1966 1,890 DM/就業者

純税力の変化1961-1966 36DM/人

この地域は1970年に西ドイツの 7%を占め，人口は 230万人（全国の 4%)であった．この両地域

は農業以外の働き場所がなく，相対1'./';_,に供給給付も應いのが特徴である ．そしてよく装備された上位

中心地からは，はるかに遠く隔たっている．この地域は振興プログラムによって連邦の平均値に近づ

くよう な措齢［が図られている ．

都市や村の中で，不健全であるが後進的ぐI~.活条件（過密居住，悪い施設，悪い衛生条件，建材の老

旧化，工業施設による居住地城の荷重など）が除去されなければならないと ころは，都市建設促進法
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による1サ開発惜悩で財政/'.I勺支援が受け られる ．

④東 トイ ツ隣接地域 (Zonenranclgebiet) が地域秩）年法で独自の地域とされてい るのは， ドイソの棗

西分';HI]によって， これまての閃（糸地域と切断され，その発展が危くなっているかその恐れがあるから

てある ．そのために，1971年東ドイ ツ隣桜地域促進法 (Zonenranclfc5rderu ngsgcsetz) で特別梢｛性が

とられる ようになった ．この地域は西ドイツの19%, 46,800k而を,1.iめる．

この 4つの地戚カテ ゴリ ーと凧炭するのが（木j在地域 (Erholungsgcbiete) である． もちろん大きな

休釦也域は日l 濯地域にあり ，その必災l~L:は収入 ・ストレス・ モークリセー ション・ 余11¥及のJfり大 ととも

に過去数10年間にJ曽大してきている ．機能(内には休贔地域は短期{.本此（迎木旅行を合む＼近隣”休捉）

と休ii段（木壺（保蓑地を含む）に区別できるが，両機能は一紹になっている島合も稀ではない ．（呆捉休

森地にいくつかの集ffi地域がな っている場合もある（例えは， Aachen, Wiesbaden, Stuttgart-Bad 

Ca.nnstatt)。キ ャソピングやボー トにし、た るまでのあらゆるれ臼真の休暇0・：屈（セカ‘／ドハウス）への

まり， 適地をIJFJ発 し，それ，相当の嵐設をほどこし， しかし過重にならない利渡のIJrj発が行な

われている ．その楊合にも屈i1島1-11:rnと以観形成に とく に仕巫が仏われている ，

2) イソフラストラクチャ ー

インフラスト ラクチャ ー (lnfrastrukLur)としヽう 三策は1968行．：頃から一般にもしばしは使われ出し

たが， ま互定った定義はなしヽ ．ほ，王 「国家な どの公共事・業として設ii化される 交泊路 ・電氣 ・エネルギ

-f共給などの， 経済の）長礎構)立とJmf1作さ れてしヽ る. F. BDesler (よ地域研究と地域秩）f~Jr 典 (Ha叫 令

¥¥・orterbuch der Raunforschung und Raurnorclnung, Hannover 1966)の中て， イ ンフラスト ラク

チ ャーを次のように定義してい る． 「イ ソフラストラクチャ ー はある地域仙域―――市町村ある いは地

戚ー一の社会貧本による公共施設の装f1/りである ．その装（/蘭は生産性の安定化あるいは,;:,J..1こ：および社会

的安寧，そ九ゆえに本質ff、]には この地域および且孔しの社会的に適切な巌汀l・)Jの機会と社会的生活条件・

に役立つものである．」 イン フラスト ラクチャ ーの必及叶生と その装（i針とは，ある地域での」．業立地の

重要な立地囚子であるはかり でなく ，その地域の生活の質に まで影惚力をも ってい る．それゆえに，

I玉l民は国家に対して，国家が公共事業としてイ ソフラ ス トラク チ ャー装備を準価す ることを，期待し

ている ．｛主民にイソフラストラクチャーを装（鼎してやることと，インフラストラクチャーの不{J/fiを補

ってやることこそは，地域秩序政策の諜屈である といえる．

概括し てみ ると，イ ンフ ラス トラ クチ ャーとは， 実現しなければならない袖礎惜辿 (Unterbau)で

あり ，それによ って社会的に組織化された経済行為が行なわれ，かつ十分に集約化できるような基礎

描辿てあるとJ岨解できる ．この駈礎拙に も物質fl勺，人1―/c¥'J的，社会 ・法i'.lく］なものの 3つが区別できる ．

「物資的晶礎梢辿 (materielleInfrast「uktur)」は，その地域開発的影聾力，い くつかの一般に必要

な陥本 1—'.!り］な生産力， とくにエネルキー YJJTしの剖．辿，並ひに自然の力の保設などのゆえに， どんな経済

活動の集約化にと っ ても，と くに ~・［業化の場合にはどんな形のものであれ，不可欠のものである と，

見なさ れている． 物責的）長礎揺．山が十分(i//iわった馬含には，「人間的晶礎揺氾i (humane Infrasしruk-

tur)」とも呼べる幅広い蒻盤， すなわち， より高い教育を受け， より信輯のおける役割lを担う者が必
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判q}と インフラストラクチャーの磯泥と特徴

セククー

1. ~ 勿資1『Jインフラストラクチャー．

茄i,i斐，：｝し:I)蘭，象+-,;::,「:.J斐・

ーエネル平ー（共粕

ー交叫サービス

ー ;/]Jfi 

一人然資加と交叫路の似仝

1』家化）行政・ 教育・研究・似健

似祉の建物と施設

給付~

2. 予c~,:1¥:=.PH!L o) {氏さ

3. 賓、小集忍）化の札，りご

2. 制度的ィンフラストラクチャー： 経済人の経済壮jiltJの

大きくなり，かつ法て定められた 立案，決定，執釘・

応焦，施設，および忍；人の現実の 竹］叩の粋

1いての処」唱の仕方

（（ク!jえ-(;f以＜秒、If, {,¥! ―IJ . 秒(_.ンンくうし一

ム）

3. 人間的インフラストラクチャー

一人 11数

-t, 『神的，合北家(ド），戦）り白尼））

（そのセククーと地域での人間の

骨せ孜百， 1y「J化，質の1月I・.化）

発辰ポテシャルを汲 I 1r凶りなる人物の形成に

み尽してしまった分 1 は文出が必菱であり，

業経済の加鼎 ， その支出は投資的性格

をもっているが，また

同1月に独特の消費価仙

をもっている

1~3 に共叫してし、

えること：経済と住

因への供給度の水準

ならひに虹約炭の(,J

上

EECの専］］委員会 (1964) のイソフラストラクチャーの区分は次のようである（第 2

第 2表 EEC専門委員会のインフラストラクチャーの機従と特徴

セクク 牙
'― 

J
4
 

ヒヒム月 特 徴

1 . 教育のイソフラストラクチャー I t替在労慟力の質の規定（労働

者，指尊力，企業家）

2. 文化的・社会的インフラストラクチ ！ ある地域の魅力の規定

ャー（仕鳳病院，余暇施設）

—.... ・- .. ・-・- -

3. 粁済的イ／フラストラクチャー I 分業舒済の）よ礎

（工業麗設，交通，通信） ， 

1~3 について一般にいえる
~l 
'--乙

一共同利用施設

ー拡張と経営は公の手中にあ

る

（例外：住宅建設，特殊な文化

施設）

ー経済生活の枠

妻とされる．その人の才能，能力，可能性，然怠が経済的発展という での経済活動の集約化を促

進する．さらに，「右［会・法伯インフラストラクチャー (sozialeund rechtliche Infrastruktur)」と

も呼べるものがある．これは囚民経済のあらゆる分野における，同じ衝撃（爆発）力をもつ法的およ
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び社会的制］立を忍味し，それでもって保虚およひ連伯がどこでも，訓にとっても，同じように行なわ

れるのである. R. Jochimsen (in, Hanchvorterbuch der Raumforschung und Raumordnung, z. 

Aufl., Hannover 1970, s. 1325) によるインフラストラクチャーの機能と特徴を表示すると第 1表0)

ようになる．

ある地域のインフラストラクチャーヘの投資に Jって，）恰史的に条件づげら，｝いに発展の後進性は克

服でぎる．しかし，あらゆる状徳においてイソフラストラクチャー政菜が， l員待される附決へ導いて

くれるとの印絞があってはならない．インフラストラクチャー政策に限界があるとしヽう根拠は，イン

フラストラクチャー投資に長い経過時間が必要であるためだけではない．イソフラストラクチャー政

策は常に他の関連する舶域への (WI人あるいは /J~I家の投資が必焚てあるため，収入効果を加」にしても，

間」妾的な影愕があるためである．ある地域に比較的長い期1廿］適切なインフラストラクチャー

る場合に）すべての施設の荷がii犀くなるわけではないので) /1¥lj次的コストが柑当かかる

ヽことと並んで，地域相互間の差を除いたり．縮めたりすることがてきない恐れがある

イソフラストラクチャーの給付は， とくに1娼汀悦的に組織化されたl*I心地、ンステムの下て追成され

る・ そのさいに，地域発展の目 f'ド］としては，叶両地域のすべての｛「民が似少の経費てそれぞ、1ししの中心

地へ，それゆえに中心地に捉供されているイソフラストラクチャーの給付に到逹できるようにするこ

とである．連邦 州ーー地域—――市町村の 4 つの段閏に i中心地を区分したンステム、およひ 4 つの

段ll背への）jい本的な装(J/りは，地域秩序閤位委員会の I・分な叶議の後に（九定された，

3) 中心地

ある地域の中心地 (ZentraleOrte) とは，そこ 応けでなく，固辺の仕民にし財やサービスを

捉（共する重、1,¥i集落のことである．中心性の虞合はこの「価値の過剰度 (Becleutungsi.,1 bersch ufi)」 に

よって聞定される．それは特徴的な中心的施設がもっている性質て，）占，テバート， t汀廿金HW,銀

行，一般・専I、II]的管闊［サービス，学校，文化施設（図喝創;, 劇場など），薬局，底者，

老人ホーム，スポーツ施設などがある．これらの施設は均笠には配it'r'.されていない．旱純な

施設の）贔盤的なものから，特殊な施設までがあり，それらの特徴の糾み合わせと廿価とが， 1中心地を

次の 5つの段11叡こ秩序的に配脱することになる．

JV級：小中心見（中学校， 薬局， 医者，農業組合の）占本的なものを提供する農村の中核集喜；），中

心地およひ';近隣地域への人口志向伯： 5,000人以上

Ill級：下位中心地（小中心地にまさる槻能をより良く備えた中心地で，長期i'.l勺必要孔i11を供給する）．

向値:10,000人以上．

II級:中位中心地（より高級紅必w討，i,' より 郡ンベルの行政，

専門医，応院を提供してくれる）．、古 l叫II〗: 30,000人以lご・

l級：上位中心J也（特殊化した必富晶，汎地域i:1勺行政・経済機能，総合大学，大病院，特殊病院，

劇場， I専物灯'L 銀行）．，古向値100,000人以1:.

大中心地： IJ翡II祭港や国際貿易都市のような， JJll~祭i'.i勺性格をもった最高位の中心性をもった中心地．
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Locations March 1974 
⑪ 総合大'.'.jだ

R 教育大学

⑥ 聡合lji.科大学

① 工業）＜学

O その他の大学

● 辿邦の核助を受けているTi)!究所 (1972年 8)-J31日現在）

責料.: Bundesminister fur Bildung und Wissenschaft, 1974 

Federal Regional Planninq Prograrnme map 

約 3図 1'りFイツの大学
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3拿

0 100km 
I I 



30 A~ 文 J也 .Iり［生芹 1訓究 m 

可）く地域／）以芥ど十ンノ<--

で1地域ii1. ; じ(/)況昇どナンノゞ ―-
- ,J,I・¥燒芥

鬱 I・_f立II I心

IX 
召とBerlin 

0 100km 
I I 

比柏地域 o l・.f立中心のl衷記を分担する中心

第 11又I(c1) 内 1ヽ、イノの地域鳳if; ・ノロクラム J l l の地域 if'•. Jじ
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., Iふi:1 [ 1心地
o -r-,i.:'I・ 争怜： 1j1心地
• I I Ii立1/1ヽ じ、地

゜千応ii11化1/1心地

0 100km 
I I 

二

第4図 (b) 11Liドイ、）の地域秩）［フロクラム）llの地域 ij¥)じ
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弟 3}( I柑ドイツの大学教育嵐没 (1976)

. ・-- -·'—ー・・ー・,..... -・ —_, 一- --- —• 9、 — --・ ー 一一 ・.一 _, - ・,,_・,, __ 

I 1. Mi.incben'.3:1,531 1. Berlin 64,125 i 1. Berlin 11 

2. Berlin 29,006 2. Mi.inchen 56,177 i 2. Mi.inchen 10 
I 

3. i¥1i..inster 26,385 3. Koln 42,2'.37 i 3. Stuttgart 9 

4. Hamburg 2,5967 4. I--Iambur,i 35,480 i 1. Koln 8 
I 

5. 1べりln 23,672 5. Mi.inster 35,383 f 5. Hamburg 7 
I r 

I 

, a. Hannover 7 
, r 
: ;) . Mannheim 7 

③大学数上位部巾

~ー・~ ~ 一ヽ- - ----、----------一_! —--―--一~ ヽヽ ー 一~~ ―-- --- -―ヽ

(Bund-Uinder-Kommission hir Bilclungsplanung uncl Bunclesanstalt 

いir/¥rbeit: Stuclien-uncl Berufsv,1abl 1975/76) 

店向地： 100刀人以」二・

地域間の!:/語水犀比

較に関辿して，窄11¥]1杓枠

糾をつくるために， 380)

1ー地域氾元 (Gebietsein-

heiten)」が叫）I)地域秩）予

プログラムの 1:j:1で設定さ

且た．辿）I)および州によ

って設定されたこの地域

の慶界改疋は次の 7

の原則からなっている

り）祖互．に機熊的に罰完閃係にある地域は/Tijーの地域叩元とする．

噂'.)j扇則として各地域単元には少くとも 1つのヒ位印心地 (Oberzcntrum) か，人口10JJ人以上ある

か，五い将来そこまで成長する可能性のある集｛直地域を合む．各地賊iiいじの人 IJは似低40h人とず

る．

I~(立 Iド心地も仄柏地域もなし、か，人!.. 140)」人以上， 1(rif立 5,000km" ある島合には，その地域

1J、］に L.位i:j・1心地か集柏地域をl}(.i・'_;、(Iりに発）」どさせるべきであるのて，地域qi.jじとする．

当っては，},[ドの燒昇はその主土残す

州の地域1HI訓地域 (Planu ngsregionen) はてきる tこけ什かすように出）lti: する．

〇〉羹界は，相 ffに希判して，羹界に主たがって］つの地域平元としてよし、．

トイソ闊拉地域と，その他の止見地域との；及1辿を蒻屯する. 14池城 1,且応が東ドイソ隣扱地域の部

分を貪んでしヽる．

この地域((_元の 1970/71年に）贔本的にはん）成し， とくに次のような H(1z1のために必裳とされ

て＼．ヽる．

ぃ1) 」也」成構、；四芦よひ集落1翡凸の， さらにはヨーロ、ノノ の仕しげへの，な の発展

(b) JI、lo)フログラムや叶仙iにおける将米のh怜想の

(c) 将米{i'{H定されるか，あるいはまた変更される註皿地域

(d) 将来変更される行政炭界を考えることができる

都巾化の打度が祖当進むと，四トイノてはより多くの， より氏合機能をもった， より発展））のある

大中心か生主れ， しかも仝地域にうまく配ii忙さ且る．それによって四卜｀イツは，ほほ 8つの大地域に

柊分てきる．

11) 和政地域改州I

地域秩｝ヤ政策は今日主てそ九ほと効果が］：っているとはし、し瑾m<, 大地域の格正は判まっておら

す， 1り111い1・1間も4く「分‘て皮うる．その』璽山の一＾ぐ）として，州県郡巾I町村という行政 t;j't.元と， ;(I-¥il11の地域
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単元とが一致していないことがある．判想としては両者が一致ずることが望ましく，地域秩序は行政

旭域改小の外き金ともなるべきてある．中心地の区分原迎と機能地域の計圃単元としての地域の概念

とは，行政地域の新区分を届本的に規定してきている．

地域秩序がどの祝）斐行政区圃変更に

与えてきたかは，右のようである．

辿邦が意図している地域政後の日的に合っ

た地域区分は次のようである． しかし，

に施行することは非竹『に囚難てあり，ほとん

ど不可能に近し‘•

I fl-I段1外舟

6大地城 (Gro,3regionen)

あるいは

7大地域

II 県段階'

301也］成tj¥Jc(Gebietseinheiten) 

川郡TIX段附

約 320の行政中位餡城

(Ver¥.val tungsmittelbereich) 

1¥. 町村段限

約 3,400行政近隣領域

(Venval tungsnah bereich) 

行政段I婿 1966 1976 

辿邦 1 1 

HI 11 11 (改革 1=11梨6)

リI~ 33 25(ニーダーザクセ :/J什が改革i:jコ）

m~ 425 230( ） 

1/i 141 86( ） 

Ill」i'-「24,444象1、)3,400 
. ・- -- . --・ ·--··-一—··--·-··-·-- -

Norddeutschlancl (Schleswig-Holstein, Hamburg, 

Bremen, Niedersachsen), 

Nordrhein-¥li/ estfalen, Rheinland-Hessen (Saar land, 

Rheinland-Pfalz, I-lessen), Baden-Wilrttemberg, Bay-

ern, Berlin, (¥li/ est) 

Norddeutschlandを

Schles,vig-Holstein/Hamburg と Niedersachsen/Br-

emenに分ける

25県， Saarla叫， Schleswig-Holstein,Hamburg, Br-

emen, Berlin 

糸勺 230?ii)と90由

約 3,400の郡所属町村と主区 (Amt) 行政による合併

部落行政箪元

1966......,, 1976年の実禎で見たように，連祁各州の行政地域改革．は多かれ少なかれ急速に進行してい

る．そのさいに供給近隣地域や，大集柏地域にあっては中規校供給地域というような，機能地域単元

が 1つの市町村となるべきてある．全体として，社会地理学的咆間と，主に農業社会の時期に由来す

る伝統的『「iIll]杓度界とのが協和1尉係を克服することが諜姐となっている．農村的市町村け：課姐が増え

るのをますます汎翡足には解決でぎないでいる．効果的な行政， とくに比較的小さな市附村の行政））の
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強化には，いくつかの市IHJ村が合併することによって克服できる．このようにして，行政氾元の嵐佼

が大小様々であることからくる不協和1関係は，同じ課凶を設定する際に取り除かれる．

最後に，由町村の地域カテゴリーが地域叶匝や州rt・「[1、rnの必要に しなければならない．計他i地域

と行政地域とは， とくに判5や州の段JI{責では一致しない場合が多い. 11刈々の由民の利益．のためには行政

の1月上が区］られなければならず，少1、II月の行政的・似域的祈秩庁をつくろうとする 1月心hほと努））が，

~I::. 活水準の安定に役立つ．

大きな行政地域改革．は社会lj~活全般に大きな彰翠州をゲえるのて・,、決定にはできる

されなければならない．改州［のさいに合怠されていることは， ①農村((J『l'J"lllJ村の拡大， （蚊小人口規

杖約5,000人， 1966年に， 24,444, 田町村のうち，人口 500人以下が11,000)②郡の拡大，③比校的小

さな市をそれを取り UJ:lむ都に）Jいす，〈4)局辺に成艮している集烙地域を大部市に合計する，⑤県の拡

大，⑤すべての行政段JI打で行政Lj"i.jしを改善ずる．

"""'"""'"'""""'"""""'リ喜界

筍51又I ノ、ーデン‘・ヴュ y テンペルク i州の行政地域改i'!',:

1973{1'-1 JJ 1 no) 1JHと（差
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ぷ 1/1li周辺の市 l ll j 木］は， 1969年 8 月，大、~iミン市誕生のさいに，数 1町村ずつ合計して，相対的に大き

な新ししヽ町村に脱皮した．ハノーファー』H是］の市lHT村も1974年 3月 1日に数町村から20数町村ずつが

介併して新し＼、ヽlllJ村となった．シュレースヴィッヒ・ホルシュタイソ州は1969'.イ：ド12月16日の州議会決

歳で， 4『Ii(Kiel, Lubeck, Flensburg, Neumi.inster) 17郡を， 4市12翡iに行政改革．．することにした．

バーテン・ウュノテンヘルク州は1971年 6J」22日の州発展叶両によって， 1973年'.l月 1日より，県

郡巾の大行政地域改_;'1'r::を行なった會これ定での都 (Lanclkreis)は横佗1t1な鮎ひ付きを考応して，いく

つかすつ介併して新しい郡となった・ こ九定での 4県 (Regierungsbezirk) はできれば1977年には解

散し， 新ししヽ郡 (I塙 nclkre1s)をいくつかずつ合わせた小県［地域連合 (Regionalverbancle)Jに改組さ

れた．この小県は，新しく組織され，かつより権限の大ぎい地域註I也j (Regionalplanung) の；H画地

域に将米なるはずて，小県の中にはいくつかの市・郡が合まれている．

5) 地域叶両の手順

而に述べたように，地域秩）字とは 1つの過卯 (ProzeiS) てある．というのは，地域の適切な形態を

廿hき，その最終状態羞<i「旧するなどということが，そもそ心不可能であるからである．ダイナミック

に変化している ）最終的概念にもち込みえないものである．それゆえに，地域秩序と地域叶両

ぱ， w~1こブロセスとしてのみ即解でぎ，地域の中の種々雑多な発展を，絶えず祖互に適合させ，

）た発展を1111避するようなプロセスである. l也域秩序は，地域の将来の形慇についての目標概念を展

llrl するとしヽう， ;i~り出をもって＼ヽる．秩序だった地域の判論的な展岨は，連想像 (Leitbild) とみなさ

れ，それは価（直観によって）し,{iされる. J叫想像については，イデオロギーにより，怠見の一致をみな

し、ところてあるが，ある地域の社会政策の枠1人」での妥協によってのみ決定できるものである．

邦はそのJ唱想像を連JIS地域秩序法 1草・ 2箪の地域秩序活動のいくつかの原則の中で描し、てい

る

それによると，地域秩序とは， II剛岨となっている地域の謹価された地域ポ＇テソシャルである．この

計価は， さらに地城分析を前捉としている．註両地域を形成している諸因子の影欝のからみあい

乱し，かつ詞察した上で， この註仙i地域は評価される．しかも，；適切な存在を予め配慮することがそ

もそもでぎるのかどうかという間題設定の下で叶吼mされるのである．この地域の呼価は理想像に照し

て，すなわち個人，社：会，国家の菱求を考慮、して，椋々な地域モデルを導き出してくれる．その地域

に通用する地域モデル，あるいは班！想像に関して地域叶両が決定をすることはできない．それは政治

的決定者の権限である．地域研完と地域計両は地域秩序の準仙i段限である．それは執行段階，すなわ

ち地域秩序政策に対して，代粋地域モデルの形で沢断のための助けをするだけてある．地域秩序政鍛

地域秩序の目的概念を実現することにある．

らしも地域秩｝字を判逍iiJ指な最終状憶ではなしに）望ましい地域h怜造と坦憎犀するならは，地域計国

は， とりわけ過祝壮両・システムii"l-1也iとして，そして第 2には措置；、「両として理解されなければなら

ない．地域壮両は， rtl・fflii」11し揺りの餡域に欠）応がある限り，それは仙綴糾1口［のように不完全なものである
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A)目的概念：地域秩序／連邦計画、州計画、地域計画、市町村計画

社会秩序 I 

→ 憲法 I HI 
価値と規準

／ t 
社会政策

→ 法
I 

構成要素の列挙

地域分析 「I 地域の評価

（地域研究）

政治的決定者

議会

党

――—祖合

ー 一 世 論

行政

8)準備段指．・地域計画

一過程計画とシステム計画

としての発展計画
一措置計画 ‘ 

施行のための個々の 1 
措置の計画 l 

口
〗 C)完成段階

地域秩序政策

（実現化の段陪）

策 6図 池域叶［山iのフローチャート

地域秩序と地域叶両の手）煩をモテル化すると第 6図のように衣る．

V 地域計画の段階

辻邦政附は地域秩序iこ閃する立誌で，辿JI凶廿Iiiには全惰をもち，州，l「Jilijには枠糾を設定する 1布限

(cine Rabmenkompetenz)をもっている. w~ の々州の州，；l・J! 目の楕限はこの枠組の中に限ちれてしヽる．

その州楕に店づいて，全川は地域秩序と地域叶両に関する：川法を阻lj定している．各州杜j7j~ の対立

げるために，連邦と川の惰喜と地域秩序閣僚会談 (einest註ndigelviinisterkonferenz for Raumordnung 

=l¥1l(R0)が設けられている．地域秩序法はそのほかに，州に対する印町村の地域秩序叶両作成への

参加権の

一定地域の

立）］却し，固有の

している．

と並んで，特殊な専1111叶両がある．この両叶両はそ且ぞ且固有の，，j・』の法的晶礎に

ルギー供給のような，

の 笥It書釦域に入って、おり，特殊な おしヽて影粋））がある．地域は両

はそれぞれのより上位の叶両段1培の枠組の中で始まり，さらにより下位の叶両段I崎をも考慮している

が，し専門叶両に関していえば，一iJ「Svま熊関係に策定されている．専門叶両は，交通叶両，水利，ニネ

の専門分野の課芯を扱っている．一例として の専111]計匝を示す

4 

辿） 15一ー州一―—地域一―-/j J Ill」村の各役隊の,;・I祖iiとそれぞれのil「/Qjjの駈盤を整J開すると第 5表のよう

である．

1) 地域は@jO)

氾鳳州，地域，市附村の各段11・/点，およびその他独自の している機閃相u:の椛限の

(Koordination)が間むてある. lつの統合された発展』両が必要とされ，それは地域を秩序立,_-C, 地
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第;4表 I}I I II J,H pJ11 (文cj』，i'!-ii!.iiの例）

il1fl11J;I I 、 ~ljj の段 1外舟
平r 11見；

―~、 - - -------

辿 JIS交油省

I 

,； 1-i1l_ij f1W /((i': I 叶匝の）よ盤

. ・・・・・・ 一.. . .. 一... . ... . ... 

辿JIS」文Vii翡ff追路，nn1ii1 、連邦Jミ罪腐H、道路払
（アウトノ：ーソ， ¥r::j直）

HI o) ! 崎i亥ti HI ;; 丘: ,ti- 1ff1i 

郡 iIi 役 ）り『甘I~i「i 直 ，，I· j1lij

（交 叫部）

I町村役場 町村迅；；1・ 訓

（交通部）
ー •. ー・

辿 邦交通省
ドイツ国鉄 I

I連邦鉄追施設
ー・・- - - ------・...

連 邦 交 通 省 1 航空交通施設（民!HJ)
> - J11 交―,,1且ー合―----------― •— j 
川省（委正によ る） I辿 邦 水 路

朴I ; 直法

州氾法

法狩
l

ヽ
ヽ）

 

辿 邦鉄追法

航 空交通法

辿邦水 路、法

第sN ,¥1-1』の段附とその加礎

"'両の段階 ！ 計 1咄機関 ! SI・ Jl_ijj の枯盤
I 

ー 曹 ．．’‘ ー ・・ -・ ー・ •. -

辿 rn,:1-1t11i I i地域秩I(.建設 ・：
．． 

部叶i紐，没省 ：
11~ 本法72-2,75-4 

.. --・-・ 一.... •• 一 ー・ 一... --
地域秩庁の原し[IJ i 1 965. 4 . 8の辿）札地域秩）が社、-

辿邦地域秒、!Tフログラノ、 I 
ー ・—... -・・ ..... ・.......、ヽ●●ヽ一

i専門委員公

」出邦と、州の
! -H蒻罰l趙

協同竹：菜 ， 
I地域釦叫l僚会ふ '

一汰；l;JJJ;-:JJ姐
ー交訓薗

i • :•".l. ゞr. II -J. 叫 l,.J頌
I ! ー地域秩庁のデーク

. . .. ー・ ・.. • 

、)·II ~-i- r1r1j 該当する州の省 i)占本法72-2, 75-4 
11 Ci呈fill,内札!,経済1ll)I : 1965. ,1. 8 0)辿邦地域秩I予法

川発展プログラム 地域秩l字・地域計画に関する）・1-1

) II発）］ーt.;11山iIリ，；ヽ ----- : °'---~ - ---
地域叶 l也i 地域計画組合 i iJ占本法72-2, 75-4 

地域の地域秩序 プログラム ， [ 1965.4.8の連邦地域秩序法

地域発展叶@j i地域法人の規程
組合計・fl!ii I 

.. —~ ー・ー・―-----•.• 一～ー......ー・...… ・-•.•• ●ーー、. ・.•. ー... 一 .、- ー...、. ・--●一ー一...い...

市町村］直ii市町村役場 I晶本法28-2
-'-------_I 1960. 6. 23の連邦建築法

部市発展叶血 1968.11.26の建設利）廿晶準
土地利用計両 i 1971. 7.27の都市建設促進法
建設註仙i i 施行• 財政の特別法- .. 

域を発展させる努力を，専門的 ・時間

的 ・空1―/J]i'.l勺観点から逹成させるも ので

なければならない．その際，計両の方

法的原則としては， より低次の段/I枠の

計画をより上位の段附の統合計両に秩

序づけ，かつその統合計画の中で適合

するもの でなければならない． この様

々な段i集の計両相互の関係の韮本甘勺尻

範は，連邦地域秩序法 4条に規定され

ている ．しかし，現実には，各計画当

局の独立性がり阻くて，理想的な相互調

整の姿と はほど遠 く，複雑な社会にあ

っては，調吼とと はやはり ，政治家が地

域計画家に強姿する妥協である楊合が

多しヽ ．

各種の専門計画および各段附の計画

と統合した発展叶画との関係を図鮒す

ると第 7図のよ うになる

また計画というものは終末のないも

のであり，絶えず状況の変化に応じ

変えていかなければならない過程て

(Proze、8)であ り）永遠のマラソン競争

である ．終末のない計画 Ende-offen-

Plane)は，長期的かつ短期的計画を絶

えず新しい状況に照合して変更してい

かなければならない ．

2) 連邦計画

1965年 4月 8日の連邦地域秩 序法

(BROG: Bundesraurnorclnungsgesetz) 

成立までの経緯とその政策目標については，すでに地域計画の歴史のところで述べた. 1975年，地域

秩序閣僚会談 (MKR0) は，「連邦の大地域の発展のための連邦地域秩序プログラム (BROP:Bu-

ndesraumorclnungsproo-ramrn) Iを可決した（バー グュッテソベルクと バイニルンの両州は反

対）． 可決まてに 5年の長い年月を要する難産であっ た．

迎邦地域の地域秩序政第の）山本I~勺枠条件として，次のようなことが認識された ．
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合発展計画（横断I面計画）

連邦計画

専門計画

（専門の省）

[交~;計ロ
［ 教：計ー画

［保ニ計ー画

［ー地1~;斉こ
I 

↓ ↓ 

地域計画
小Ir

地域計画 I I I 地域計~ I地域言tt画

➔ 

➔
 

-➔ 

判I7I叉1 奇允合5Jt展:,i J・plij (贔断而，;l-1il1j)

—ー出生率の低下と人口の停滞ないしは減少

ー一外国人労働者募集の減少．

ー一天然資源保全という課題が政治的に重要なも のになってきている

ー一原料， とくに ニネルギー源の不足化． この笈化が地域札恥四と集落枡}止に影号蒻を与える．一般的に

は次のよう なこと が期待される．

1. 製造工業部門での労働市場は当面減少する． それとと もに，伝統的な工業地域の椛紐改善が

強力に進むであろう ．それによって，これまで停滞していた地域の改善がますます困難にな

るであろ う．

2. 労働市場の拡大は第三次産業部P'1に集中 し，住居と戦場の集団化はいくつかの場所でさ らに

進むであろう．

3 連邦の人 口稀薄居住地域の人 口は，出生率の減少と人口増加の減少によって．一定の限界最

低密度以下に低下する危険がある ．それは人々に高い質のイソフ ラス トラクチャ ー施設の供

給を困難にするであろう

4. 可決され， ある いは計画中のJ漿境保泌法は，環境の質が地域発展の評価の際に配慮せざるを

えな くするであろう 。それによ って，ー一少くとも短期的には一―ー一定地域の経済成長は阻

止されるかもしれない．しかしその地域の住民の健康と安全は長期化］な経済成長を保証する

重要な晶礎である ．
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今日の地域叶I判を取りまく開慶は， これまでの高塵経済成長］月の地域構店および鉗屠構造の発展政

製の条件とは退ったものになってぎている．集｛責地域の輻滅化と中心地および発展中心を結ぶネット

の側密化という， これまでの拡張政笛は疑わしく｀なってぎている．地域的に相退する成長政煩と並ん

て，！遁仔物の俣設韮行 (Bestan d'.opflegc) J という息巧が， これ定ての鼠」杓拡大の概念に対立する応

のとして、fi:味をもってきている．

地域秩序政策の』¥;;本政笛が，インフラストラクチャー

ることは，すでに述べた．

3) 州Hff01

炭境の質の改善，地域経済構造の改

州叶[Lui (Landesplanung) は， 1!1町り叶両・地域計画より， より上位の秩序から見た， より汎地域

的にして統一j忽JR十両によって，地域秩序の原且I」にJlijった、川の発展を促進するという課題をもってい

る．それには地域 (Region)叶両相在の闘整と，地域における経済政策課題の選訳とが必要となる．

辿州地域秩｝釘久によると，州には独自の物化］および立法的決定のフリーハンドが与えられている．こ

75-4に該当し，それゆえに近州地域秩序怯は枠祖を決める法律 (Rahrnengesetz) でし

か紅く，その枠組の充足はHIO)立法者にまかされている．

州;;・1・11りの直具立ては発展プロクラムと発展プラ 1/ (Enいvicklungsprogrammeund-pl註ne) で，そ

hぞれ抄）末））をもっており，現在，各州はそれぞれ迎った呼称で呼んでいる．

地域秩序プログラム (Raumordnungsprogramm)...... ・.... ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・.. ・.. ・.. ・ ・.. ・・・ ・ ・ ・... ・ ・ ・.. ・...... Saar land 

州地域秩）予フログラム (Landesraumordnungsprogramm)・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・Hessen, Niedersachsen 

、)+I発）屁フログラム (Landesent¥vicklungsprogramm)

..... Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-pfalz 

地域秩）子プラソ (Raumordnungsplan)・・ ・.. ・ ・ ・ ・.. ・ ・ ・.... ・・ ・.. ・ ・.. ・・ ・.. ・ ・ ・・... ・・ ・ ・.. ・・・... ・・ ・........ ・・・・Saar land 

州地域秩序プラ ン (Landesraumordnungsplan)・..・ ・.. ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・.. ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・.... ・ ・.. ・ ・.... Schlewig-Holstein 

州発展プラン (Landesentwickl ungsplan) 

・ ・ ・Baden-Wi..irttemberg, I-Iessen, Nordrhein-'N estfalen. 

プログラムとプランの相逸は， プログラムは一般的原則と日標であり，他方プラソはプログラムの

晶礎の上に州計画の必要をその空几¥1的閃連においてより詳細に確定するものである. Nordrhein-

Westfalen州は1970年の州発展プラン lで，人ロ・集落・経済構砂の指標で州土を，集禎中核・

• 田面地恐に 3区分し，プラソ nで点ー軸ヽンステム， プランで]jJを景観保全（休捉・水経済）を

政策として確定している

州計両はまず第一に，地域の散居状焦や市町村の建設地造成への過度な志l匈というような，望まし

くない発展を阻止する．この目1票は土地利用におけるそれ相当の規制によって逹成される．適切な

両とか不適切な計画 (Ordnung-oderNegativplanung) とかいうことがいわれている．

州計両局は，地域秩序が不適切な計画によって，めちゃめちゃになってはならないということをと

くに非骨賃こ早い時」員に気付いてきた．それゆえに州叶両局は発展計面あるいは適切な計匝 (Entwick-
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lungs-oder Positivplanung)によって，地域の発展を急図IY'Jに操縦する ようにな ってきた．適切な発

展の最 も重婆な道具立ては，インフ ラストラクチャ ーの拡張と地域的イン フラス トラクチャー政領で

ある

点ーil11h集落発展0)概念は， 目下すべての少1-1によってその少1、1戸十画 プログラムの中で考應されている

発展中心地の確定の際に， ~-M は将来ともよりー）箇，利m でぎる手段が不足しているという／点から出発

しなければな らない ．それゆえに， とくに構造1!1勺弱，点をも った重］ば地域が設定されなければならな

い．より一層注怠して考えてみる必要があるのは， 「地域経済構造の改善」 とい う共通課屈を棗 トイ

ツ隣接地域がもっているという ことである ．発展の中心地としては，大地域の重要なf!iil1に沿う有利な

位匠にある上位および中位中心地が自然に生まれてくるであろう．大地域にとって重要な軸の拡張に

は，連邦内部および外国との全地域的からみあいと，地域単元相互のからみあいも考慮されなければ

ならない ．庫訓は集積地域相互を結び付け，緑辺地域を大地域組織の中にとり入れ，それが通る地域に

位樅の利、1点を媒介 し，構造上の発展刺激をもたらすはずである ．

4) 地域計画

地域計画 Regionalp1anung)とは市町村計画と州叶画の間の領域の計画である. Gerhard Isenberg 

によると ，地域 (Region) とは，その中で生活の状本的な諸機能が相ILに補足しあっているので，そ

の機能のからみあいが計画を通して考）息され，そ して、ド衡化されるよう な地域ij'I.)じてある．そのさい

に，統一的な地域の生活生1甘］ と労働印場の形成に努））が払われなければな らない ．それゆえに， 地城

は市町村レベルを超えて計画される空間機能地域箪元である

地域計画の必要性は，小さな市町村相互のからみあいが多くなってきたことにより， l拍史的に決め

られてきた行政区画も問閻となってきている ．

さらに中心的諸施設や第二次産業が限られた場

所に立地する傾向が，地域計面の必菱性に打り車

をかけてい る.1つの市町村では，その地域均

衡化や，好ましからざる生態的・社会的 ・経済

的格差を附止することはできない．今 3つの例

をあげてみると ，①つの市I町村が過度の地下水

汲み上げによ って近隣市町村の地下水源をひど

く侵害 した場合に，生態的格差が生ずる ．②社

会的格差は，ある場所に過疫の余暇施設を作る

ことによって，近隣市町村に不利益を与えるこ

とになる ．③ある楊所の工場の拡張によって，

周辺市［町村か ら非常に多くの労働力を吸引し，

働き場所の捉供を破壊してし まう． それは単一

産業になってしまい，経済的格差が生ずること
第 8図 バーデ‘ノ・ヴュッテ‘ノベルク州の州発展計両
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になる．

地域叶訓の て 合であり，その法的形應には非常たに様々なものがある．居本的に

は，それは共同の利益に資する組織であって，経済刊勺利益を志向した組織ではない．それは「共同利

益I"!的祖合 (Gcmeinnut ✓.:'.iger Z¥veckverbancl)」とか，「法人団休 (Kりrperschaft cles りffentlichen

Rech ts)」とか I登録協会 (Eing訊 ragenerV erein)」として結成されている．

地域叶両のない場合には，小さな余り利益のあがらない上場が各地に分散していたのが，地域(1り汀

両によって 1カ所に統合されて大きくなり，収益があがるようになり，道路もまがりくねっていたも

のが地域内柑互をうまく帖べるように真直ぐに引かれ，汚水処迎施設も各市l町村がもっていたもの

が，数力所の大堕の施設と排水斡線にとってかわられ，各市町村に 1つずつあった学校が，数力所に

統合されて内容の したものとなり，それぞれにスケールのメリットを享受できるようになる．

5) T!JIIIJオ寸Hi面

由lilJ村』・jD_jj(Gemeindeplanung)の重点は連邦建設法 (Bundesbaugesetz vom 23.6.1960)による

(Bau lei tplanung) と都市建設促進法 (Stadtebaufりrderungsgesetz) C市町村における

百開発と発展惜『忙に関する法律 (GesetzUber st註dtebaulicheSanierungs-und Entwicklungsma19n-

ahrnen i. d. Gemeinden v. 27 .6會 1971)]による措訟である．

直Jl5j』］没法は市111r村の地域秩序のための請措趾について述べている．とくに，市lllJ村の建設指焉汀

両，上地取引，建設士地利）廿，」―_:地秩序を規定している．建設指導計画には土地利用叶両 (FWchen-

nutzungsplan) (j可伯建設指塁汁両） と

がある．

(Bebauungsplan) (拘束力のある建設指導計1且TI) と

上地不足が深刻化しているという配慮から，立法者はi1}ミ々

範tmの計両の枠1村て，趙地域J'.itJな観、1i¥から考えている．

・地域秩序規定において，妥当な

連邦建設法には建設指導計両に至る計画確認手順の規定がある．土地利用叶画 (Fl註chennutzungs-

plan) では，全市町村域に対して，市町村の予見しうる基本的な必要性によって土地利用の應図が示

されている，それゆえに土地利用計画は士地確保計両ともみられる， この土地利用計画から建設計画

が展闇でき，今後 5年間に建設を予定している建設成熟地のみが確俣されている．建設計画は集落建

設の秩序に対して拘束力のある決定である．建設計画の作成から公示までの手続は土地利用計匝手続

じている．建設計両の計両内容は，その性格からして，土地利用計画（予備建設計画）よりも，

はるかに許胤I]に示されている．建設計両では建設土地利用，建設法，建設線，建設境界，建設深度，

交通・供給地などの確認が含まれている．

では建設土地利用条令 (Baunu tzungsverordn ung)がとくに意味をもっている．それ

は連邦建設法 2(10)条に晶づいて，計画作成条例と一緒に発布されている．その基本的な規定は地片

の建設利用を様式と量で示している．土地利用様式は「建設地 (Bauflache)」と「建設地域 (Baugebiet)」

で示されている．それと並んで建設土地利用の許町｀届準が限数，建蔽率，総床面粕率，

様式よって規定されている．
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-・ ―-市の境 奎亘 仕’も地
＝＝ア ウI、ノゞ ーン・道路匿忽混在地
~~ 鉄直 匹日工業地域
＝河川，連河

皿圃，1山地

亡コ休捉林， 、乱9と緑地

第 9図 ハノー ファ ー diの土地利)¥l,;¥-11111

獣数 (Gescho;Szahl): 完全11肯数が示されている ．

建蔽率 (Grund伽 chenzahl):敷地 l1ザ 当 り 何 n仔紐設が許されるか

総床面紐率 (Gescho1Sflachenzahl)・．敷地 1叩当り何 n仔の総床面積（すべてのIi・特の総面積）が許さ

れるか

容積率 (Baumassenzahl):敷地 1而当り何面の辻物客柏が許されるか．

建築様式 (Bauweise) : 開放建築法（独立家屋，二軒長屋，複合家屋） ，閉錯建築法 ．

さらには敷地の地取 り， 道路， 隣地への高度制限，力 レ`ー ン， 樹木や憎木の柏え込みと 保持など細

かな規制がある ．地区によっては地域暖房か，さもなくばコ ークスや油の燃焼の禁止などのほか，最

近では賢背防止施設（翡蚤音防止繋）な どが規定されている ．建設計画の作成にあたっては，市町村に

あらか じめ必菱とされるコストや，士地秩序の必要な措附がバミさ れている． バーテ ン・ ヴュッ テソベ

ルク 州では1973年以米規定通りの下水除去を保1障できる証拠を要求している．建設計画が監督官庁に

よっ て認可 される と， それが公示され る．

それほど紐て込んでいないところては，例えば耕地整理事業によって東Ji地の新しい秩序が施行され

る場合には，絨観枠計画 (Lanclschaftsrahmenplan) (相当大ぎな地域） と景観計画 (Landschafts-
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pliinc) (札l対的に小さな地域）が設けられてしヽる．屈観叶II前は屎観形成につし、て次のような愉位を示し

ている．例えば，見観を11』傷するものの除出，採掘跡地（砂利と，石切場など）の白利）TL生J:Ji. 立

木Jff. 狙'.木樹， ウィソクース，寸ミーツ などの・立地．都由にあって

J也，ij-j1lij(G且inplan)がある

都巾）古］辺のみならず，相当屈遠の市IIIJ月にあっても，五年スポーソ，文化加設の

1(iiてはれ1いl1との格／［は少なくなってきてしヽる．

への削足として

その

6) 1)只卯プログラム

・労働条件・が平均伯以下てあるか，経済条件が一fi'li的でネガティプに作）甘してしヽる地域を発展

させるために，辿州と、川は伽卯プログラム (Forderprogramme)を設けている．当初は当而の囚彫を

救おうというものであったが， しtこいにより一般的な地域発展の間題を扱うようになってきている．

これは1951年に（・札Jim発地域 (Sanierungsgebiete) (失業が多く，農業の賓本が弱く，戦災をこお

むった礼1nの指定て始まった. 1953年， Flensburgから Passauまでの幅約 40kmの地州が「東ト

イノ隣扱尼畠 (Zonenrandgebiet)」に指定され，それ以米伽輿政絞が行なわれている. 1957年，

卯地域 (Fりrclergebict)」 （災（｛民が多く，失業ポが高く，純悦力が弱く，農業人口率が高し噌lり の選定

が行なわれた．「 Iり間発地域」という iこ現は廃止され， 1959年に「辿J翡拡張地 (Bundesausbauorte)」

が指定された．その目椋は指定された崖所を分散よりは集中させ， とくに供給地が拡張された．さら

（こ1963年， i叫邦拡眼地域 (Bunclesausbaugebiete)」（人口10万以上，面柏 500kn汗以上の郡で，平均

以ドの給付率と 1:業人口卒， 半均以卜互)人口流出率などを示すもの）が指定された. 1953年には農林

皇の構此的欠陥｀をなくするために訓地柏迎法 (Flur bereinigu ngsgesetz) と「グリーン・プラン (Gr-

unen Plan)」 (1956-1968) がてき， とくに当初の年には， 農業就事者の社会的位骰を，それ相当の

騒業のそれに近づけようとするものてあった．また EEC順応法 (E¥VG-Anpassungsgesetz) (1966 

-1969) もできた．グリーン・プラソは1961年以降「自然条件の悪い地域 (vonder Natur benach-

teiligte Gebicte)」 の指定とともに，自然的囚了も考應されるようになり，そのような町村は，訓地

散居化 (Aussied lung), 経営；の拡大，農道紐設，水利などで有利に扱われるようになった．牧

すら士塩が向いてないとか，収穫指数が低いとか，椋高 300m以上であるとか，頻斜が急であ

るとかの自然条件の悪い土地は， 1967年には約 300万 ha,農地の21.7%を占めていた

1969年， この翫輿プログラムは，次の 3つの新しい法律による拮腐によって， より現代的なものに

なった

①投資援劫法 (Investionszulagengesetz)

棗ドイツ隣接地域，ザー）レ灰田地域などの経済力が全国平均以下のところへ財政役資して職楊を確

｛呆しようとする

レ｝ (Gemeinschaftsaufgabe, Verbesserung der Agrarstruktur und 

des KUstenschutzes) 1973年以来述邦と州はそれぞれ 6: 4の比て，沿岸保設にあっては 7: 3の割

合で，補助金を出す
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③地域の経済札り造改善 (Gemeinschaftsaufgabe,Verbesserung cler regionalen Wirtschaftsstru-

ktur) 1972年以来行なわれ，工業および観光業の確保 と拡張， さらにはイソフ ラス トラクチャーの拡

張に財政援助しようというもの疇投資援助法による地域と軍複するが，ザール炭田地域は除外されて

いる．この法作によ って25年c!HJの「地域活動 プロクラム」が糸廿まれ，爪：、1ば地（少くとも 2万人以上）

を選んでやるものて， 1976年までに46万人の祈しい職場がつくられ， 25万人の職場が確保されてき

た．

最後に連邦と州の共同事業と して，すでに長謁廿廿］， しかも広い地域にわた って行なわれている心 の

に，次の 4の農業地域フ ロ゚グラムがある．

①エムスラソト・ プログラム (1951年以来）

②北部プログラム (1953年以来）

③悔岸プ ログラ ム (1955年以来）

④ァル プス・プロ グラム (1955年以来）

州独自のプログムとしては，バ ーデン・ ヴュソテンベルク HIのアル プ ・プログラ ムやンュヴァルツ

ヴァルト ・プログラムなどは優れたものである．

Vl おわり

四ドイツの地域秩序と地域計両の帰史，晶本的な考え方，実際」：．．．の展計l, 各仲の段ll}!i'のかかえる1:n

題について検討して きた ．反復的にまと めてみると，次のよ うになる

1. 地域秩序の基本的な思想は，晶本法て保証する 「誰れてもか白山な啓発ができる」ために，地

域間の格差を是正することである ．経済成長 と人 口増加によって地域秩序のi¥々vmは不11Jクくなものとな

り，今日法的規制によって措樅対策がとられている

2. 馳域計画は地域の分析と評価の外に， どのように発展すべきかという 将米像を必要とする ．将

米隊は馳域秩序をどのように考えるかと いう想定から迎想像と して1蘭き出せ る．

3. 地域計画の権限は，基本法に定める行政単元の権限に対応して，何段階にもなっている．連邦

は同の大枠を決めるだけで，州は実際の地域計画の担当者であり，地域 (Region)計画によってより

具体的なものとなり ，市IJIJ村は辻設指導計画を作成して， 日常の身近な計画にあたっている

4. 地域発展の具体的な措悩をほどこすために，四ドイツ全土はいくつかの地域カテコリーに分け

られて いる．

5. 集柏が今後も続くことが予想されるので発展の拠｝、りと拠点とを結ぶlj咄を定めて， 集枯を誘導し

てやる

6. 後進地域の振興には振り具プログラムによ って，拠、、点を定めて行なう

7. 従来の高度経済成長期の経済条件とは別の観点から，今後の地域計画はイソフラストラクチャ

ー・環境・地域経済の改善に取 り組んでいかなけれはならない．

8. ト` イツ国1Jq独自の間隠はかかえてい るものの，他のI祠と 比べた場合にiLしiドイツ の地域秩序は非

‘常にうまくととのっている ．
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本研究は1978年 3JJから11月主ての Bonn大学経済地］刑学教王(Prof.Dr. H. Hahn . Prof. Dr. G. Aymans) 

る飢究の一部である 研究費は Alexandervon Humboldt-Stiftungによった．
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Regional Order and Regional Planning in the Federal 

Republic of Germany 

Hiroshi SASAKI 

This report deals with the history of regional planning in Germany, the tasks of regional 

planning policy, the objectives of the federal regional planning programme, the stages of 

regional plannings of Bund (federal), L註nderand Gemeinde and their coordination, the area 

units and so on. 

Living and working conditions differ in the Federal Republic of Germany from Land 

to Land and from region to region. Thus, any particular region may 

-provide diverse or one-sided business and employment opportunities, 

-have a dense or sparse population, 

-show good or poor envi「onmentalquality, 

-ancl be provided with an adequate''infrastructure''(e.g. housin且:, transportation facilities, 

hospitals, schools, universities, opportunities for leisure, sport and recreation). 

It is the task of regional planning policy to reduce or eliminate this disparity in the living 
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and working conditions among the federal territory's regions. For this reason a Regional 

Planning Act has been in force since 1965, its purpose being to coordinate federal and I恥der

level regional planning policies and direct them towa1てla single common goal. 

It is now realized that regional planning policy is a task extending through a considじrable

period of time. Regionally equivalent living and vw「kingconditions cannot be achieved ove「

night. In view of this fact the fede「aland 1訃nde「 governmentshave for the first time worked 

out a joint Federal Regional Planning Programme, which represents a long-ran! 廷econception 

for the global regional development of the Federal Republic of Germany. 

The necessity of doing regional planning can be derived from constiしutionallaw. Thus, 

Article 2 of the Federal Republic's Basic Law~;tates that "everyone shall have the right to 
the free development of his personality". Since this pmtulate of constitutional law applies 

equally to everyone, its iulfilment presupposes essentially equivalent (though not necessarily 

identical) living and working conditions in all parts of the federal te「ritory.'The l2inder are 

not required to fulfil this po2tulate by thernselve~,. Rathe「, the Basic La 1-"'calls on the federal 

Government to render assistance as fa「 asthe equivalance of living ancl working conditions 

across 1訃nderborders is concerned and ¥Vhenever a single land cannot, if left to its O¥Vn means, 

achieve equivalent living and working conditions among the regions of its own territory. 

In order to establish a spatial frame of reference for comparing living conditions in various 

regions, 38 "area un1.ts" have been specified in the Federal Regional Planning Programme. 

T'he delimitation of these units by the federal and Wncler governrnents v./as based on the 

following principles 

--Areas functionally complementary to one another are incluclccl in the same unit. 

-As a rule each unit includes at least one third level centralplacc (large cilyJ ancl an urban 

agglomeration. 

-larger areas ¥vith no third levl'l central place and no urban agglorneration but wiしhal least 

400 000 residents are defined as area uniu~for the pu「poseof developing a cじnll℃ with a grealc「

degree of applomeration. 

Objectives of the Fede「alRegional Planning Programme 

By means of the Federal R叫 onalPlanning Prograrnrnc 

--the objectives derivable from the Regional Planning Acr, 

--the objective'.:', pursued by the various federal rnini~~ し1改ies,
-and the objectives of the regional cle¥・elopment programmes of thじ Wnclerhave been united 

for the hr:-:t time within the framework of a single conception fur the overall spatial develop-

ment of the Federal Republic of Germany. Combined to a long干angestrategy for the global 

development of the federal territory, all of these objectives serve to improve the quality of 

life. A sufficient quality of life depends on lia¥ring adequate housing, adequate business and 

employment opportunities, adequate public infrastructure at a reasonable disしanceas well as a 

healthful environment. The factors constituting the quality of life must all be p「esent,since 

the presence of one cannot make up for the absence of another. The speci什cgoals of the 

F叫eralRegional Planning Prog「ammehave been de什nedin terms of the factors entering into 

the quality of life. 
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